
 香芝市地域交流センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  令和５年２月２２日 

                     香芝市長 福 岡 憲 宏 

香芝市規則第５号 

   香芝市地域交流センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 香芝市地域交流センター条例施行規則（平成２９年規則第６号）の一部を次

のように改正する。 

 第４条第１号を次のように改める。 

 (1) 毎月第２火曜日及び第４火曜日 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 


